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�愛媛県告示第７９７号
愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例（昭和６０年愛媛県条例第１３号）

第１５条の２第１項の規定により、次のとおり浄化槽管理士の資質の

向上のための研修を指定した。

令和４年７月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 研修の名称

愛媛県浄化槽管理士研修

２ 主催者

松山市�町２番３１号
公益社団法人愛媛県浄化槽協会

３ 研修の開催日及び場所

�愛媛県告示第７９６号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和４年７月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７９８号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和４年７月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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適用を受けるものである。

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

愛媛県新予算編成総合シス
テム等構築プロジェクト推
進支援業務
一式

愛媛県総務部行財政改
革局財政課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和４年６月１５日
株式会社ＷｉｓｅＶｉｎ
ｅ
神奈川県横浜市西区みな
とみらい３－７－１

３９，９３０，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第１号の規定による。

開 催 日 場 所

令和４年９月１４日（水） 今治市東門町５丁目１４番３号
テクスポート今治

毎週（火・金）曜日発行 第３２７号 令和４年７月２６日

令和４年７月２６日火曜日 第３２７号
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�愛媛県告示第８０１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５項の規

定により、次のとおり大規模小売店舗内の店舗面積の合計を基準面

積以下とする旨の届出があった。

令和４年７月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７９９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和４年７月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８００号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和４年７月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

スーパーＡＢＣ石井店 松山市北土居三丁目
８番１１

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社西南企画
代表取締役
豊田 洋介

株式会社西南企画
代表取締役
� 正道

平成２８年
５月１６日

令和４年
７月１４日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

株式会社フジマート
四国
代表取締役
永井 信章

株式会社フジマート
四国
代表取締役
吉岡 淳也

令和４年
３月１日
ほか

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

マック大洲調剤薬局 大洲市東大洲１７４番地 株式会社大屋 西条市西田甲５９０番地２ 代表取締役
伊 藤 慎太郎

精神通院医療（薬
局）

令和４年
７月１日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

株式会社ＦＲＥＥＤＯＭ 伊予郡松前町大字神崎７９
４番地５

代表取締役
西 岡 誠 剛

訪問看護ステーションＫ
ｉｒａ

松山市北条辻２０番地６
田辺医院臨床研究棟２階 精神通院医療 令和４年

７月１日

株式会社ＭＤＨ 松山市平和通一丁目５番
地３６

代表取締役
河 野 和 孔

せせらぎリハビリ訪問看
護ステーション

松山市東野一丁目２番地
３８ 精神通院医療 令和４年

７月１日

株式会社エイジングウェ
ル 松山市日の出町１０番８０号 代表取締役

山 本 淳
アユーラ訪問看護ステー
ション 松山市日の出町１０番８０号 精神通院医療 令和４年

７月１日

大規模小売店舗
の名称

大規模小売店舗
の所在地

大規模小売店舗内の店舗面積の
合計が基準面積以下となる日

スーパーＡＢＣ�
米店

松山市鷹子町１－
１ 平成２９年８月３１日
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�愛媛県告示第８０２号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和４年７月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

東温市山之内字山ノ神谷乙１２６０から乙１２６２まで・乙１２６３の１・

乙１２６４の１（以上５筆について、次の図に示す部分に限る。）、

字西河原樋乙１２６６（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び東温市役所に

備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第８０３号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和４年７月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

西予市城川町川津南１７１６の２、１７１６の３、１７１７の２、１７１７の３、

１７２０の２、１７２２の２、１７３９の６から１７３９の８まで

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第８０４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和４年７月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

東温市河之内字上寺野乙１３６７の２、乙１３６７の４、乙１３６７の６、

乙１３６７の１３、乙１３６７の１４、字仁八山乙１３６８、字下寺野乙１３６９の１７

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び東温

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第８０５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和４年７月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

宇和島市吉田町法花津字大谷庚１７０、庚２１６の１、庚２１７の１、

庚２１８、庚２１９の３（次の図に示す部分に限る。）、庚２２９、字大

谷奥８番耕地５１３（次の図に示す部分に限る。）

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字大谷庚１７０・庚２１６の１・庚２１７の１・庚２１８・庚２２９（以

上５筆について、次の図に示す部分に限る。）、庚２１９の３、

字大谷奥８番耕地５１３（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及びその

関係書類を愛媛県庁及び宇和島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第８０６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

四国中央市土居町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退

任した旨の届出があった。

令和４年７月２６日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第８０７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

丹原町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

令和４年７月２６日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 入 川 豊 重 四国中央市土居町蕪崎２４１４番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 野 村 好三郎 四国中央市土居町蕪崎７２７番地１
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退 任

�愛媛県告示第８０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年７月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年７月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 曽我部 英 樹 西条市丹原町今井５９番地２

〃 行 元 正 治 西条市丹原町今井５２５番地９

〃 永 井 正 文 西条市丹原町�妙寺２０９番地

〃 石 原 厚 男 西条市丹原町池田８４５番地２

〃 日 野 紘 嗣 西条市丹原町池田１４５３番地４

〃 伊 藤 康 博 西条市丹原町願連寺３３０番地１

〃 青 野 武 西条市丹原町古田甲１４１６番地

〃 黒 河 克 文 西条市丹原町徳能甲５１３番地

〃 青 野 春 夫 西条市丹原町高知甲６９０番地

〃 十 亀 浩 二 西条市丹原町徳能出作５４番地１

〃 黒 光 和 美 西条市丹原町田滝甲４８番地

〃 佐 山 林 壱 西条市丹原町田野上方１６８６番地

〃 佐 伯 修 一 西条市丹原町田野上方７２２番地第４

〃 松 本 浩 二 西条市丹原町長野１５０７番地５

〃 安 倍 勉 西条市丹原町高松甲５９０番地

〃 渡 部 忠 臣 西条市丹原町高松甲５５０番地１

〃 越 智 毅 西条市丹原町川根甲７４９番地

〃 曽 我 照 一 西条市丹原町北田野２０９番地１

〃 黒 川 敏 廣 西条市丹原町北田野１０１９番地６

〃 定 成 啓 一 西条市丹原町石経５６１番地第２

〃 大 亀 義 弘 西条市丹原町来見５９８番地

〃 今 井 啓 一 西条市丹原町関屋甲４２２番地

〃 石 川 清 幸 西条市丹原町湯谷口甲２３３番地

〃 玉 井 敦 志 西条市丹原町明穂乙９７番地１

〃 今 井 義 親 西条市丹原町臼坂丙１２８番地

〃 佐 伯 政 志 西条市丹原町明河乙６０４番地

〃 安 藤 功 西条市丹原町池田７９１番地１

監 事 近 藤 信 利 西条市丹原町高知４５５番地

〃 安 倍 茂 西条市丹原町高松甲６１２番地２

〃 越 智 許 一 西条市丹原町関屋甲２４５番地１

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中山伊予線
伊予市中山町佐礼谷甲１５３番９から

同町佐礼谷甲１７３番２まで

旧 ４．６～７．９ ０．０８０

新 ５．５～８．９ ０．０８０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 曽我部 英 樹 西条市丹原町今井５９番地２

〃 行 元 正 治 西条市丹原町今井５２５番地９

〃 三 好 文 哲 西条市丹原町�妙寺甲８８番地１

〃 石 原 厚 男 西条市丹原町池田８４５番地２

〃 日 野 紘 嗣 西条市丹原町池田１４５３番地４

〃 伊 藤 康 博 西条市丹原町願連寺３３０番地１

〃 青 野 武 西条市丹原町古田甲１４１６番地

〃 黒 河 克 文 西条市丹原町徳能甲５１３番地

〃 青 野 春 夫 西条市丹原町高知甲６９０番地

〃 十 亀 浩 二 西条市丹原町徳能出作５４番地１

〃 松 木 明 西条市丹原町田滝甲２４番地

〃 佐 伯 光 晴 西条市丹原町田野上方１５０１番地

〃 兼 井 光 範 西条市丹原町田野上方２０２番地

〃 戸 田 壽 西条市丹原町長野１６７５番地

〃 安 倍 � 博 西条市丹原町高松甲５４８番地

〃 安 倍 正 明 西条市丹原町高松甲５７２番地

〃 越 智 敏 明 西条市丹原町川根甲７４４番地第３

〃 曽 我 照 一 西条市丹原町北田野２０９番地１

〃 黒 川 敏 廣 西条市丹原町北田野１０１９番地６

〃 濱 井 好 文 西条市丹原町石経７９０番地

〃 大 亀 義 弘 西条市丹原町来見５９８番地

〃 今 井 啓 一 西条市丹原町関屋甲４２２番地

〃 石 川 清 幸 西条市丹原町湯谷口甲２３３番地

〃 玉 井 敦 志 西条市丹原町明穂乙９７番地１

〃 今 井 義 親 西条市丹原町臼坂丙１２８番地

〃 佐 伯 政 志 西条市丹原町明河乙６０４番地

〃 安 藤 功 西条市丹原町池田７９１番地１

監 事 近 藤 信 利 西条市丹原町高知４５５番地

〃 越 智 毅 西条市丹原町川根甲７４９番地

〃 越 智 許 一 西条市丹原町関屋甲２４５番地１

〃 一 色 良 惠 西条市丹原町願連寺６７番地５
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教育委員会公告

�公 告

令和５年度の県立中等教育学校の入学者の選考に係る適性検

査等の期日及び入学予定者の発表の日について

令和５年度の愛媛県県立中等教育学校の入学者の選考に係る適性

検査等の期日及び入学予定者の発表の日を次のとおり定めた。

令和４年７月２６日

愛媛県教育委員会

教育長 田 所 竜 二

１ 適性検査等の期日

令和５年１月９日（月）

２ 入学予定者の発表の日

令和５年１月１６日（月）

�愛媛県告示第８１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年７月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中山伊予線
伊予市中山町佐礼谷甲１５３番９から

同町佐礼谷甲１７３番２まで
令和４年７月２６日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山川内線 東温市南方字八幡森２１９３番７ 令和４年７月２６日

令和４年７月２６日 発行


